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○播磨町罹災証明書等交付要綱 

令和６年11月20日要綱第78号 

播磨町罹災証明書等交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、播磨町（（以下（ 町」という。）内において発生した災害によって生じた被害

の証明書（（以下（ 証明書」という。）を交付する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 災害 災害対策基本法（（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害（（火災を除

く。）をいう。 

(２) 住家 災害の被害認定基準について（（平成13年６月28日付け府政防第518号内閣府政策統

括官（（防災担当）通知。以下この条において（ 認定基準」という。）に規定する住家をいう。 

(３) 非住家 認定基準に規定する非住家をいう。 

(４) 建築物 住家及び非住家をいう。 

(５) 不動産 民法（明治29年法律第89号）第86条第１項に規定する不動産をいう。 

(６) 動産 民法第86条第２項に規定する動産をいう。 

（証明書の種類及び内容） 

第３条 証明書の種類は次の各号に掲げるとおりとし、その証明する内容は当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 罹災証明書（様式第１号） 住家の災害による建築物の被害の程度についての証明 

(２) 建物罹災証明書（様式第２号） 非住家の災害による建築物の被害の程度についての証

明 

(３) 家財等罹災証明書（様式第３号） 建築物以外の不動産又は動産の災害による被害につ

いての証明 

(４) 罹災届出申請書（兼）証明書（様式第４号） 災害により建築物に生じた被害を町が確

認できない場合又は建築物以外の不動産若しくは動産に被害が生じた場合に、その事実を町

長に届け出たことの証明 

（証明書の交付申請） 

第４条 証明書の交付を受けようとする者（（以下（ 申請者」という。）は、当該証明書が罹災証明

書、建物罹災証明書又は家財等罹災証明書の場合は罹災証明書等交付申請書（様式第５号）に

より、罹災届出申請書（（兼）証明書の場合は当該罹災届出申請書（（兼）証明書により、町長に申

請しなければならない。 

２ 罹災証明書又は建物罹災証明書の申請者は、災害を受けた建築物の所有者又は世帯主とする。 

３ 家財等罹災証明書の申請者は、災害を受けた建築物以外の不動産又は動産の所有者とする。 

４ 罹災届出申請書（兼）証明書の申請者は、第２項又は前項に規定する者とする。 
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５ 前３項に規定する者（（以下この項において（ 申請対象者」という。）以外の者が第１項の申請

を行う場合は、申請対象者から委任を受けている旨の委任状を申請書に添付しなければならな

い。ただし、当該申請を申請対象者の同居の親族又は同居しているパートナーシップ及びファ

ミリーシップ（播磨町パートナーシップの届出に関する要綱（令和６年要綱第51号）第２条第

１号に規定するパートナーシップ及び同条第２号に規定するファミリーシップをいう。）の関

係にある者が行う場合は、この限りでない。 

６ 第１項の規定による証明書の交付申請の期限は、災害による被害を受けた日の翌日から起算

して13月以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでは

ない。 

７ 罹災証明書又は建物罹災証明書の申請において申請者が建築物の被害の程度について内閣府

の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に規定する準半壊に至らない（一部損壊）の

区分に該当することを自ら判断し、かつ、現地調査を省略して当該区分に該当すると判定され

ることに同意する場合、家財等罹災証明書の申請において現地調査を省略して証明書を交付す

ることに同意する場合又は罹災届出申請書（兼）証明書の申請を行う場合は、罹災状況が確認

できる写真を添付しなければならない。ただし、罹災届出申請書（兼）証明書の申請において

やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。 

（証明書の交付） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類等を

審査し、必要に応じて現地調査を行い、証明すべきと認められる場合に証明書を交付するもの

とする。 

２ 前項に規定する交付に係る手数料は、無料とする。 

（再調査の申請） 

第６条 罹災証明書又は建物罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された建築

物の被害の程度その他内容について不服があり、又は修正を求めるときは、当該証明書の交付

を受けた日の翌日から起算して３月以内に、町長に対し罹災証明書等交付申請書により再調査

の申請をすることができる。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第３条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 

 


